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特別支援学校学習指導要領解説 総則等編より 

 
第３編 小学部・中学部学習指導要領解説 
第２部 小学部・中学部学習指導要領総則等の解説 
第６節 教育課程実施上の配慮事項 
２ 重複障害者の指導（第１章第２節第４の２(2)） 
 

 

 

 

 

特別支援学校に在籍する児童生徒の障害の重度・重複化、多様化が進み、これ

まで以上に一人一人の教育的ニーズに対応した適切な指導や必要な支援が求めら

れている。そこで、今回の改訂では、これらの児童生徒に応じた指導を一層推進

するため、重複障害者に対する配慮事項を新たに示した。 

重複障害者は、複数の種類の障害を併せ有していることから、指導に当たって

は、それぞれの障害についての専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に、

一人一人の児童生徒について個別の指導計画を作成するとともに指導方法を創意

工夫して進めることが大切である。 

また、重複障害者は、一人一人の障害の状態が極めて多様であったり、発達の 

諸側面にも不均衡が大きかったりすることから、校内において、それぞれの障害

についての専門性を有する教師間で連携するだけでなく、例えば、学校医等を含

めた関係する教職員によって検討する機会を設けるなどして、適切な指導内容・

方法を追究することも大切である。 

さらに、重複障害者の指導に当たっては、実態把握や指導計画の作成、評価に

おいて、より専門的な知識や技能を有する者との協力や連携が求められる場合も

ある。その際、必要に応じて、専門の医師、看護師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、心理学の専門家等に指導・助言を求めたり、連絡を取り合ったりす

ることが重要である。 

なお、重複障害者については、一人一人の実態に応じた弾力的な教育課程の取

扱い（第１章第２節第５）が定められており、これらの規定の活用も含め、より

適切な教育課程の編成について工夫することが大切である。 

 

 

 

(2) 複数の種類の障害を併せ有する児童又は生徒（以下「重複障害者」とい

う。）については、専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を

行ったり、必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求め

たりするなどして、学習効果を一層高めるようにすること。 
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９ 訪問教育における指導の工夫（第１章第２節第４の２(9)） 
 

 

 

 

 

小・中学部の児童生徒の障害は、重度・重複化、多様化しており、「障害のた

め通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して、教員を派遣して教

育を行う場合」（訪問教育）は、障害の状態や学習環境等に応じた指導方法や指

導体制を工夫し、効果的な指導を一層推進する必要があることから、今回の改訂

では、教育課程実施上の配慮事項として、新たに規定を設けた。 

訪問教育の対象となる児童生徒の障害の状態や訪問先（家庭、児童福祉施設、

医療機関等）は様々であり、学校での指導方法をそのまま実践することが難しい

場合がある。このため、訪問教育を実施する際は、一人一人の児童生徒の障害の

状態や発達の段階、学習時間、学習する場所等に応じて、指導内容や指導体制を

工夫し、学習活動が効果的に行われるようにする必要がある。 

指導内容・方法の工夫としては、例えば、児童生徒の治療上又は健康上の理由

や、学習する場所などによって、指導時間や教材・教具等が制限される場合があ

ることから、これらの状況等に応じ、各教科等の指導内容の精選を行うとともに、

個々の児童生徒の実態や学習環境に応じた教材・教具を活用することが重要であ

る。 

また、訪問教育の対象となる児童生徒は、集団への参加や友達とのかかわりが

少なくなるなどの課題がある。そのため、例えば、コンピュータや情報通信ネッ

トワーク等を活用するなどして、間接的にかかわり合う機会を設けることも考え

られる。 

指導体制の工夫としては、訪問教育の担当者だけでなく、学校全体で訪問教育

を充実させるよう、校内体制を整備することが大切である。例えば、指導内容に

応じて他の専門的な知識や技能を有する教師と連携して訪問教育を進めたり、訪

問教育の児童生徒が登校する際に他の教職員と協力したりすることなどが考え

られる。 

また、訪問教育を効果的に行うためには、家族、福祉施設や医療機関の職員な

ど、児童生徒の周囲の人たちの理解や協力が欠かせない。そのため、日ごろから

これらの人たちとの連携を図ることが大切である。 

訪問教育における教育課程を編成するに当たっては、個々の児童生徒の障害の 

状態等に応じた弾力的な教育課程を編成（第１章第２節第５の４）することが可 

能となっており、これらの規定を活用することも含めて工夫することが大切である。 

(9) 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して、

教員を派遣して教育を行う場合については、障害の状態や学習環境等に応

じて、指導方法や指導体制を工夫し、学習活動が効果的に行われるように

すること。 
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第７節 重複障害者等に関する教育課程の取り扱い 
学校教育法施行規則及び学習指導要領においては、児童生徒の障害の状態等に応

じた教育課程を編成することができるよう、教育課程の取扱いに関する各種の規定

が設けられている。各学校においては、児童生徒の障害の状態等に応じたより効果

的な学習を行うことができるよう、これらの規定を含め、教育課程の編成について

工夫することが大切である。 

また、従前は「重複障害者等に関する特例」としていたが、今回の改訂では、教

育課程の取扱いに関する規定と重複障害者等の授業時数に関する規定をまとめて

示すこととし、「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」と改めた。 

 

１ 障害の状態により特に必要がある場合（第１章第２節第５の１） 
 

 

 

 

この規定は、児童生徒の障害の状態により、例えば、当該学年の各教科及び外 

国語活動の学習を行う際に、特に必要がある場合には、その実態に応じて、弾力

的な教育課程を編成できることについて、その取扱いごとに５項目に分けて示し

たものである。 

今回の改訂では、一人一人の実態に応じた学習を行うことを重視する観点から、

従前は本項前半には、「障害の状態により学習が困難な児童又は生徒について」

と示していたのを、「児童又は生徒の障害の状態により」と改めた。 

なお、この規定は、「障害の状態により特に必要がある場合」について示した

ものであり、重複障害者に限定した教育課程の取扱いではないことに留意する必

要がある。 

 

（第１章第２節第５の１(1)） 

 

 

 

この規定は、各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り

扱わないことができることを示している。 

今回の改訂では、小学部において新たに導入された外国語活動についても、各

教科と同様に、児童生徒の障害の状態により特に必要がある場合には、外国語活

動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わなくてもよいこととした。 

 

第５ 重複障害者等に関する教育課程の取扱い 

１  児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には、次に示す

ところによるものとする。 

(1)  各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わな

いことができること。 
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なお、「一部を取り扱わないことができる」とは、一部を履修させなくてもよ

いことを意味する。 

例えば、視覚に障害のある生徒については、「保健体育」の内容のうちバスケ

ットボール等の学習、聴覚に障害のある児童生徒については、「理科」の内容の

うちの音に関する学習、肢体不自由の児童生徒については、「体育」の内容のう

ちの器械運動等の学習の一部が困難又は不可能な場合、当該児童生徒に、この内

容を履修させなくてもよいという趣旨である。 

 

（第１章第２節第５の１(2)） 

       

 

    

この規定は、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生

徒に対する教育を行う特別支援学校において、各教科の各学年の目標及び内容の

全部又は一部を当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって替

えることができることを示している。 

「当該学年の前各学年」とは、例えば、小学部第５学年の児童の場合は、小学

部第４学年以下の学年を指すものである。この規定により、例えば、小学部第４

学年の児童に対して、「社会」、「理科」の目標及び内容を「生活」の目標及び

内容に替えて指導することも可能である。 

なお、知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、

小学部、中学部共に、学年ごとに各教科の目標及び内容が示されていないことに

留意する必要がある。 

 

（第１章第２節第５の１(3)） 

 

          

 

 

この規定は、中学部の生徒に対して、その実態に応じて小学部の各教科の指

導を行うことができることを示している。 

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校において、「中学部の各教科に相当する小学部の各教科」

とは、例えば、中学部の「数学」に対する小学部の「算数」、中学部の「美術」

に対する小学部の「図画工作」を指すものであり、生徒の実態によっては、中

学部の「理科」及び「社会」に対する小学部の「生活」を指す場合もあると解

(2)  各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を、当該学年の前各学年

の目標及び内容の全部又は一部によって、替えることができること。 

(3)  中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を、当該各

教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一

部によって、替えることができること。 
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釈される。 

また、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、

例えば、 中学部の教科「社会」、「理科」、「保健体育」及び「職業・家庭」

の目標及び内容を、小学部の教科「生活」の目標及び内容によって替えること

ができることになる。 

しかしながら、いずれの場合も、教科の名称までを替えることはできないこ

とに留意する必要がある。 

なお、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に

対する教育を行う特別支援学校においては、中学部の「社会」、｢理科」、

「保健体育」の保健分野及び「技術・家庭」の目標、内容が学年ごとに示され

ていないので、前項の下学年代替の規定及び本項の小学部の各教科への代替の

規定の適用に当たっては、これらの教科の各分野の目標、内容に相当する小学

部の教科の目標、内容と替えることになる。 

 

（第１章第２節第５の１(4)） 

 

 

 

 

今回の改訂では、小学部において新たに外国語活動が示されたことから、中

学部において外国語科を指導する際に、生徒の障害の状態により特に必要があ

る場合には、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校中学部において、外国語活動の目標及び内容の

一部を取り入れることができることとした。 

なお、小学部の外国語活動を、中学部での外国語科として指導を行う際には、

目標及び内容の一部を取り入れることができるが、全部を替えることはできな

いことに留意する必要がある。 

 

（第１章第２節第５の１(5)） 

 

 

 

この規定は、小学部の児童又は中学部の生徒に対し、特に必要がある場合に

は、幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることが

できることとしている。 

 

(4)  視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科については、外国語活動の目

標及び内容の一部を取り入れることができること。 

(5)  幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れること

ができること。 
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なお、児童生徒の障害の状態により特に必要がある場合は、例えば、上記(1)

から(5)までの規定を適用する際には、取り扱わなかった事項や替えた事項を学

年進行とともに、どのように事後措置するかを十分考慮した指導計画を作成す

ることが必要である。特に、系統的な学習を主とする場合には、教材の精選や

指導の一貫性に留意するなど、より一層慎重な取扱いが必要である。 

 

２ 重複障害者の場合 
重複障害者とは、当該学校に就学することになった障害以外に他の障害を併せ有

する児童生徒であり、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由及び病弱につい

て、原則的には学校教育法施行令第22条の３において規定している程度の障害を複

数併せ有する者を指している。 

しかし、教育課程を編成する上で、以下に示す規定を適用するに当たっては、指

導上の必要性から、必ずしもこれに限定される必要はなく、言語障害、自閉症、情

緒障害等を併せ有する場合も含めて考えてもよい。 

 

(1)  知的障害を併せ有する児童生徒の場合（第１章第２節第５の２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この規定は、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童

生徒に対する教育を行う特別支援学校に、知的障害を併せ有する児童生徒が就

学している実情を考慮し、これらの児童生徒の実態に応じた弾力的な教育課程

の編成ができることを示したものである。 

① 各教科を替える場合 

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教

育を行う特別支援学校小学部の各教科を当該教科に相当する知的障害者であ

る児童に対する教育を行う特別支援学校小学部の各教科によって替えること

ができる。中学部についても同様である。なお、当該各教科に相当する各教

科とは、原則として教科名称の同一のものを指すが、視覚障害者、聴覚障害

２  視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に

対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のうち、知的障害を

併せ有する者については、各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の

一部を、当該各教科に相当する第２章第１節第２款若しくは第２節第２款に

示す知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各

教科又は各教科の目標及び内容の一部によって、替えることができるものと

する。なお、この場合、小学部の児童については、外国語活動及び総合的な

学習の時間を設けないことができるものとする。また、中学部の生徒につい

ては、外国語科を設けないことができるものとする。 
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者、肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校小

学部の「社会」、「理科」、「家庭」に相当する知的障害者である児童に対

する教育を行う特別支援学校小学部の教科とは、「生活」、同じく中学部の

「技術・家庭」に相当するのは、「職業・家庭」と考えてよい。 

なお、前述した「障害の状態により特に必要がある場合」の教育課程の取

扱い（小学部・中学部学習指導要領第１章総則第２節第５の１）と、ここで

示した規定を併せて解釈すると、中学部においても、知的障害者である児童

に対する教育を行う特別支援学校小学部において示されている生活科の目標

及び内容を導入することは可能である。しかしながら、教科の名称を替える

ことはできないことに留意する必要がある。 

 

②  各教科の目標、内容に関する事項の一部を替える場合 

各教科の目標、内容に関する事項の一部を替える場合も考え方は、①と同

様であるが、各教科の目標、内容に関する事項の一部を替えるのであるから、

教科の名称を替えることはできないことに留意しなければならない。 

 

③ 小学部の外国語活動及び総合的な学習の時間、中学部の外国語科の取扱い 

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対す

る教育を行う特別支援学校において、学校教育法施行規則に示す各教科等に

ついては、すべての児童生徒が履修することとなっている。しかし、知的障

害を併せ有する児童生徒に対して、上記の①又は②の規定を適用して教育課

程を編成する場合、障害の状態によっては、知的障害者である児童生徒に対

する教育を行う特別支援学校と同様の教育課程上の取扱いを必要とすること

が考えられる。したがって、小学部においては、外国語活動及び総合的な学

習の時間を設けないこともできることとした。また、中学部においては、外

国語科を設けないこともできることとした。 

 

(2) 重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある児童生徒の場合       

（第１章第２節第５の３） 

 

 

 

 

 

この規定は、重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合につ

いての教育課程の取扱いを示している。 

３  重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合には、各教科、

道徳、外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は

各教科、外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主と

して指導を行うことができるものとする。 
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従前は、「学習が著しく困難な児童又は生徒については」と示していたが、

今回の改訂では、一人一人の実態に応じた学習を行うことを一層重視する観点

から、｢障害の状態により特に必要がある場合には」と改めた。 

また、小学部に外国語活動が導入されたことに伴い、自立活動を主として指

導を行う場合には、各教科等と同様に外国語活動についても一部又は全部を替

えることができることを明記した。 

障害の状態により特に必要がある場合には、各教科、道徳、外国語活動、特

別活動の目標及び内容に関する事項の一部に替えて、自立活動の指導を主とし

て行うほか、各教科や外国語活動の目標及び内容の全部又は総合的な学習の時

間に替えて、主として自立活動の指導を行うこともできることを示している。 

重複障害者については、一人一人の障害の状態が極めて多様であり、発達の

諸側面にも不均衡が大きいことから、心身の調和的発達の基盤を培うことをね

らいとした指導が特に必要となる。したがって、こうしたねらいに即した指導

は、主として自立活動において行われ、それがこのような児童生徒にとって重

要な意義を有することから、自立活動の指導を中心に行うことについて規定し

ているわけである。 

なお、道徳及び特別活動については、その目標及び内容の全部を替えること

ができないことに留意する必要がある。 

 

３ 訪問教育の場合（第１章第２節第５の４） 
 

 

 

 

障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒は、一般的に障害が

重度であるか又は重複しており、医療上の規制や生活上の規制を受けていたり

することがある。こうした児童生徒に教員を派遣して教育を行う場合（訪問教

育）には、個々の実態に応じた指導を行うため、弾力的な教育課程を編成する

ことが必要となる。そのため、訪問教育の際は、小学部・中学部学習指導要領

第１章総則第２節第５の１から３に示す教育課程の取扱いによることができる

と規定している。 

なお、訪問教育に関する教育課程の取扱いは、学校教育法施行規則第131条 

第１項にも規定されているので、この点に留意する必要がある。 

 

 

 

４  障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して、教

員を派遣して教育を行う場合については、上記１から３に示すところによる

ことができるものとする。 
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４ 重複障害者等に係る授業時数（第１章第２節第５の５） 
 

 

 

 

 

この規定は、重複障害者や療養中の児童生徒の場合又は訪問教育を行う場合

に、実情に応じた授業時数を適切に定めることができることを示している。 

重複障害者や医療機関に入院している児童生徒の場合又は訪問教育を行う場

合、各学年の総授業時数及び各教科等の年間の授業時数は、いずれも小学校又

は中学校に「準ずる」のではなく、特に必要があれば各学校で適切に定めるこ

とができる。 

この場合、児童生徒の実態を的確に把握するとともに、医療上の規制や生活

上の規制等も考慮して、どのような教育課程を編成することが最も望ましいか

について総合的に検討する必要がある。 

 

５ 学校教育法施行規則に規定されている教育課程の取扱い 
① 各教科を合わせて指導を行う場合 

学校教育法施行規則第130条第１項は、「特別支援学校の小学部、 中学部又

は高等部においては、特に必要がある場合は、第126条から第128条までに規定

する各教科（次項において「各教科」という。）又は別表第３及び別表第５に

定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行うこと

ができる。」と定めている。その趣旨は、児童生徒の心身の発達の段階や障害

の状態によっては、各教科を並列的に指導するより、各教科に含まれる教科内

容を一定の中心的な題材等に有機的に統合して、総合的な指導を進める方がよ

り効果的な学習となり得る場合を予想して設けたものである。したがって、各

教科の目標、内容を踏まえながら、必要な工夫をし、授業時数も各学年の年間

総授業時数の枠内で適宜配当し得るものである。 

なお、学校教育法施行規則第53条の規定（「小学校においては、必要がある

場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができ

る。」）は、特別支援学校の小学部にも準用されていること（第135条）や、

小学部・中学部学習指導要領第１章総則第２節第４の１の(4)には、小学部に

おける合科的・関連的な指導の規定があることにも留意する必要がある。 

 

 

 

５  重複障害者、療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通学して教育を受

けることが困難な児童若しくは生徒に対して教員を派遣して教育を行う場

合について、特に必要があるときは、実情に応じた授業時数を適切に定める

ものとする。 
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② 各教科等を合わせて指導を行う場合 

学校教育法施行規則第130条第２項は、「特別支援学校の小学部、中学部又は

高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害

を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、

各教科、道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、

合わせて授業を行うことができる。」と定めている。 

これは、①が各教科を合わせて指導を行うものであるのに対し、道徳、外国

語活動、特別活動及び自立活動をも合わせて指導を行うことができるようにし

ている。つまり、知的障害者を指導する場合には、各教科、道徳、特別活動及

び自立活動の全部又は一部について合わせて指導を行うことによって、一層効

果の上がる授業をすることができる場合も考えられることから、こうした取扱

いを設けているのである。 

また、重複障害の児童生徒を指導する場合においても、各教科を合わせて指

導を行うことに限らず、各教科等を合わせて指導を行うことによって、一層効

果の上がる授業をすることができる場合も考えられることから、同様の規定を

設けているのである。今回の改訂においては、視覚障害者、聴覚障害者、肢体

不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部に外

国語活動を示したが、外国語活動についても合わせて指導を行うことによって

一層効果の上がる授業を行うことができる場合も考えられることから合わせて

指導を行うことができることとした。 

 

③ 特別の教育課程 

学校教育法施行規則第131条第１項には、「特別支援学校の小学部、中学部

又は高等部において、複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育

する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、

第126条から第129条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることがで

きる。」と規定しており、重複障害者及び訪問教育に係る教育課程の取扱いは、

この規定に基づくものである。 

なお、この規定に基づく特別の教育課程を編成するに当たっては、この場合

の教科用図書使用に関する定め（学校教育法施行規則第131条第２項）がある

ことに留意する必要がある。 

 

④ 教育課程の改善のための研究 

学校教育法施行規則第132条は、「特別支援学校の小学部、中学部又は高等

部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、

児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合
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においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第126条から第129条ま

での規定によらないことができる。」と定めている。 

これは、特別支援学校において教育課程の改善のための研究を行う場合、教

育の配慮が適切になされると文部科学大臣が認めれば、学校教育法施行規則に

定める教育課程の構成や授業時数あるいは学習指導要領によらない教育課程を

編成し、実施することを認めたものである。 

学習指導要領等に示している教育課程の基準は大綱的なものであり、教育課

程の改善の研究も多くはこの基準の範囲内で行うことができるが、教育課程の

基準について相当大幅な改訂を行うなどの場合にその基礎資料を得る必要があ

ることを考慮し、このような特例が設けられているのである。 

 

⑤ 特別支援学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程の編成 

平成20年３月の学校教育法施行規則の改正により、同規則第132条の２とし

て、「文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、

当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照ら

し、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色

を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該

特別の教育課程について、教育基本法及び学校教育法第72条の規定等に照らし

て適切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文

部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大

臣が別に定めるところにより、第126条から第129条までの規定の一部又は全部

によらないことができる。」との規定が置かれた。 

これは、平成15年から開始された構造改革特別区域研究開発学校設置事業（い

わゆる「特区研発」）について、「構造改革特別区域基本方針」（ 平成18年４

月）を踏まえ、同様の特例措置を内閣総理大臣が認定する手続きを経なくても

文部科学大臣の指定により実施することを可能にしたものである。 

なお、同条を踏まえ、平成20年文部科学省告示第30号が公示され、教育基本

法及び学校教育法に定める学校種ごとの教育の目標等に照らして適切であり、

児童生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして認める基準として、 

① 学習指導要領においてすべての児童生徒に共通して履修させる内容とし

て定められている事項について、当該特別の教育課程において適切に取り

扱われていること。ただし、異なる種類の学校間の連携により一貫した特

別の教育課程を編成する場合（設置者が異なる場合には、当該設置者の協

議に基づき定めるところにより教育課程を編成する場合に限る。）にあっ

ては、当該特別の教育課程全体を通じて、適切に取り扱うものとされてい

ること。 
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② ①に掲げる内容を指導するために必要となる標準的な総授業時数が確保

されていること。 

③ 児童生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び

体系性に配慮がなされていること。 

④ 義務教育段階である小学部及び中学部において特別の教育課程を編成す

る際には、保護者の経済的な負担への配慮を含め、義務教育における機会

均等の観点からの適切な配慮がなされていること。 

⑤ ①～④に掲げるもののほか、児童生徒が転出入する際の配慮等の教育上

必要な配慮がなされていること。 

が定められ、前述の学校教育法施行規則の一部改正と併せて、平成20年４月１

日から施行されている。 
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特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編より 

 

第６章 自立活動の内容 
 

１ 健康の保持 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒であって、発達の遅れが著しいほど、この 

ような観点からの指導を行う必要がある。このような幼児児童生徒には、覚醒と睡眠

のリズムが不規則なことが多く、しかも、体力が弱かったり、食事の量や時間、排泄

の時間が不規則になったりする傾向が見られる。 

こうした幼児児童生徒の場合には、睡眠、食事、排泄というような基礎的な生活の

リズムが身に付くようにすることなど、健康維持の基盤の確立を図るための具体的な

指導内容の設定が必要である。 

なお、生活のリズムや生活習慣の形成に関する指導を行う際には、対象の幼児児童

生徒の１日の生活状況を把握する必要がある。特に、覚醒と睡眠のリズム、食事及び

水分摂取の時間や回数・量、食物の調理形態、摂取時の姿勢や介助方法、口腔機能の

状態、排泄の時間帯・回数、方法、排泄のサインの有無などに加えて、呼吸機能、体

温調節機能、服薬の種類や時間、発熱、てんかん発作の有無とその状態、嘔吐、下痢、

便秘など体調に関する情報も入手しておくことが大切である。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒は、覚醒と睡眠のリズムが不規則になりが

ちである。例えば、日中に身体を動かす活動が十分にできないことから、夜になって

も眠くならず、その結果、朝起きられなくなり、昼近くになってやっと目覚めるとい

った状態が続くことがある。 

このような場合には、家庭と連携を図って、朝決まった時間に起こすようにし、日

中は、身体を動かす活動や遊びを十分に行って目覚めた状態を維持したり、規則正し

くバランスのよい食事をとったりするなど生活のリズムを形成するための指導を行う

必要がある。日中の活動を計画する際には、幼児児童生徒が視覚や聴覚等の保有する

感覚を活用するよう活動内容を工夫することが大切である。また、自分では身体を動

かすことができなくても、教師が補助をして身体を動かすような活動を取り入れるこ

とによって覚醒を促すことなども効果的である。 
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そこで、障害が重度で重複している幼児児童生徒に生活のリズムを形成する指導を

行うためには、単に「１ 健康の保持」の区分に示されている「生活のリズムや生活

習慣の形成に関すること。」のみならず、「４ 環境の把握」や「５ 身体の動き」等

の区分に示されている項目の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付けて

具体的な指導内容を設定することが大切である。 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

進行性疾患のある幼児児童生徒の場合は、絶えず自分の体調や病気の状態に留意す

るとともに、これらについて正しく理解して、身体機能の低下を予防するよう生活の

自己管理に配慮した指導を行うことが大切である。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

床ずれ等がある場合には、患部への圧迫が続かないように、定期的に体位を変換す

ることの必要性を理解し、自分で行う方法を工夫したり、自分でできない場合には他

の人に依頼したりできるようにすることが大切である。 

このように病気や事故等による身体各部の状態を理解し、自分の生活を自己管理で

きるようにするなどして、自分の身体を養護する力を育てていくことは極めて大切な

ことである。 

また、これらの指導は、医療との関連がある場合が多いので、必要に応じて専門の

医師の助言を得るようにしなければならない。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒の場合、健康の状態を明確に訴えることが

困難なため、様々な場面で健康観察を行うことにより、変化しやすい健康状態を的確

に把握することが必要である。その上で、例えば、乾布摩擦や軽い運動を行ったり、

空気、水、太陽光線を利用して皮膚や粘膜を鍛えたりして、血行の促進や呼吸機能の

向上などを図り、健康状態の維持・改善に努めることが大切である。 

たんの吸引等の医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の場合、このような観点から

の指導が特に大切である。その際、健康状態の詳細な観察が必要であること、指導の

前後にたんの吸引等のケアが必要なこともあることから、養護教諭や看護師等と十分

連携を図って指導を進めることが大切である。 

健康状態の維持・改善を図る指導を進めるに当たっては、主治医等から個々の幼児

児童生徒の健康状態に関する情報を得るとともに、日ごろの体調を十分に把握する必

要があることから、医療機関や家庭と密接な連携を図ることが大切である。 

 

 



 - 93 -

２ 心理的な安定 

(1) 情緒の安定に関すること。 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 

(1) 情緒の安定に関すること。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒は、情緒が安定しているかどうかを把握す

ることが困難な場合がある。そのような場合には、その判断の手掛かりとして「快」、

「不快」の表出の状態を読み取ることが重要である。そして、安定した健康状態を基

盤にして「快」の感情を呼び起こし、その状態を継続できるようにするための適切な

かかわり方を工夫することが大切である。 

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 

障害による学習上又は生活上の困難を理解し、それを改善・克服する意欲の向上を

図る方法は、障害の状態により様々であるが、指導を行うに当たっては、幼児児童生

徒の心理状態を把握した上で指導内容・方法を工夫することが必要である。 

筋ジストロフィーのある児童生徒は、小学部低学年のころは歩行が可能であるが、

年齢が上がるにつれて歩行が困難になり、その後、車いす又は電動車いすの利用や酸

素吸入などが必要となることが多い。また、同じ病棟内の友達の病気の進行を見てい

ることから将来の自分の病状についても認識している場合がある。 

こうした状況にある幼児児童生徒に対しては、学習や運動において打ち込むことが

できることを見つけ、それに取り組むことにより、生きがいを感じることができるよ

う工夫し、少しでも困難を改善・克服しようとする意欲の向上を図る指導が大切であ

る。 

 

３ 人間関係の形成 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 

(4) 集団への参加の基礎に関すること。 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

    人に対する認識がまだ十分に育っておらず、他者からの働き掛けに反応が乏しい重

度の障害がある幼児児童の場合には、抱いて揺さぶるなど幼児児童が好むかかわりを

繰り返し行って、かかわる者の存在に気付くことができるようにすることが必要であ

る。このように身近な人と親密な関係を築き、その人との信頼関係を基盤としながら、

周囲の人とのやりとりを広げていくようにすることが大切である。 
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４ 環境の把握 

(1) 保有する感覚の活用に関すること。 

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

(1) 保有する感覚の活用に関すること。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒の場合には、視覚、聴覚、触覚と併せて、

姿勢の変化や筋、関節の動きなどを感じ取る感覚についても考慮する必要がある。そ

の際には、それらを個々の感覚ごとにとらえるだけでなく、相互に関連付けてとらえ

ることが重要である。例えば、玩具を手に持って目の前で振っている状態は、玩具の

色や形を視覚で、かたさやなめらかさを触覚で感じているほか、よく見ようとして姿

勢を変化させ、玩具を握ったり振ったりするために、筋や関節を絶えず調整している

ととらえることができる。つまり、様々な感覚を関連させながら運動・動作を行って

いるのである。したがって、個々の感覚の状態とその活用の仕方を的確に把握した上

で、保有する感覚で受け止めやすいように情報の与え方を工夫することが大切である。 

障害が重度で重複している幼児児童は、視覚や聴覚への働き掛けに対して明確な応

答が見られないことがある。しかし、このような場合であっても、教師が抱きかかえ

て適度に揺さぶると笑顔が見られることがある。これは、スキンシップによる触覚や

揺れの感覚が、快の感情をもたらしているものと考えられる。 

そして、そうした働き掛けに加えて、玩具を見せたり言葉掛けをしたりするなど視

覚や聴覚の活用を促すことも大切である。適度な揺さぶりの中で視覚や聴覚に対する

働き掛けも心地よく受け止められるようになったら、目の前に音の出る玩具などを示

し、音を聞きながら目で玩具を追ったり、音の方に顔を向けて玩具を見つめたりでき

るように働き掛けを発展させていく。また、次のステップでは、その玩具に手を触れ

させて、自分の手を動かして音を出したり、音の出る玩具を目で見つめて手を伸ばし

て取ったりという動作を誘発させていく。このように、細かなステップを追って、視

覚と聴覚を協調させたり、視覚と手の運動を協調させたりする指導が求められる。 

そこで、障害が重度で重複している幼児児童に、保有する感覚の活用を促す指導を

行うためには、 この項目に加えて、 一人一人の実態に応じて「５ 身体の動き」や

「６ コミュニケーション」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選定

し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容を設定することが大切である。 
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５ 身体の動き 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 

(4) 身体の移動能力に関すること。 

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

姿勢には、臥位、座位、立位などがあり、あらゆる運動・動作の基礎になっている。

姿勢を保持することは、広い意味では動作の一つである。これらの姿勢保持と上肢･

下肢の運動・動作を含めて基本動作というが、この基本動作は、姿勢保持、姿勢変換、

移動、四肢の粗大運動と微細運動に分けることができる。 

障害によって身体の動きに困難のある幼児児童生徒は、基本動作が未習得であった

り、誤って身に付けてしまったりしているために、生活動作や作業動作を十分に行う

ことができない。そこで、個々の幼児児童生徒の運動・動作の状態に即した指導を行

うことが大切である。 

例えば、全身又は身体各部位の筋緊張が強すぎる場合は、その緊張を弛めたり、弱

すぎる場合には、適度な緊張状態をつくりだしたりすることができるような指導が必

要である。 

一方、筋ジストロフィーで病気の進行のため筋力の低下が見られる場合には、筋力

の維持を図る運動が必要である。 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

姿勢保持や基本動作の改善及び習得を促進し、日常生活動作や作業動作の遂行を補

うためには、幼児児童生徒の運動・動作の状態に応じていろいろな補助的手段を活用

する必要がある。また、この補助的手段の活用に関する指導内容には、各種の補助用

具の工夫とその使用法の習得も含まれている。 

補助用具には、座位姿勢安定のためのいす、作業能率向上のための机、移動のため

のつえや歩行器及び車いす、白杖等がある。このほか、よく用いられる例としては、

持ちやすいように握りを太くしたり、ベルトを取り付けたりしたスプーンや鉛筆、食

器やノートを机上に固定する装置、着脱しやすいようにデザインされた衣服、手すり

などを取り付けた便器などがある。 

また、表現活動を豊かにするために、コンピュータの入力動作を助けるための補助

用具も重要なものである。 

幼児児童生徒が補助用具を必要とする場合には、用途や目的に応じて適切な用具を

選び十分使いこなせるように指導する必要がある。また、その発達の段階を考慮しな

がら、補助用具のセッティングや収納の仕方を身に付けたり、自分に合うように補助

用具を調整したりすることを指導することも大切である。一方で、例えば、車いすの
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使用が度重なることにより立位を保持する能力の低下を来す場合がある。したがって、

補助用具の使用の仕方を工夫し、幼児児童生徒の身体の動きの維持や習得を妨げない

ように十分留意しなければならない。 

なお、つえ、車いす、白杖等の活用に当たっては、必要に応じて専門の医師及びそ

の他の専門家の協力や助言を得ることが大切である。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒は、自分で自由に姿勢を変えたり、座位や

立位を保持したりすることが困難なことが多い。寝たきりの状態が続くことは、筋や

骨格、内臓等の発達の上でも望ましくないことから、補助用具を活用するなどしてい

ろいろな姿勢をとることが大切である。座位をとることが可能ならば、骨盤を安定さ

せるための装置や体幹を支えるためのベルトなどが付いたいすを活用すると効果的で

ある。 

しかし、単にいすを用意してベルト等を装着するだけでよいわけではなく、頭を上

げる、背筋を伸ばすなど自分の身体を操作して座位を保つことを指導しなければなら

ない。また、身体を起こした状態を維持するためには、積極的に見ようとしたり触ろ

うとしたりすることが必要である。そこで、幼児児童生徒が視覚や触覚などを積極的

に活用するように、教材・教具や環境の設定を工夫することが大切である。 

このように、障害が重度で重複している幼児児童生徒が、いろいろな姿勢を保持す

るために補助用具を活用する場合には、「５ 身体の動き」の区分に示されている他の

項目や「４ 環境の把握」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選定し、

それらを相互に関連付け、具体的な指導内容を設定することが求められる｡ 

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 

日常生活に必要な基本動作を身に付けることは、幼児児童生徒の自立にとって、極

めて重要なことである。これらを身に付けるには、姿勢保持、移動、上肢の諸動作と

いった基本動作が習得されていることが必要であり、座位、立位を保持しながら、上

肢を十分に動かすことができることがその基礎になる。つまり、 

ア 安定した座位を確保しながら、両腕を体の前へ伸ばすことができること。 

イ 身体の正面で両手を合わせることができ、指を握ったり開いたりすることがで

きること。 

ウ 身体のほとんどの部位へ指先が届くこと。 

エ 手の動きを目で追うこと。 

というような動作が可能であれば、さらに、次の段階の指導を工夫することによって、

日常生活の諸動作の多くを行うことができるようになる。その上で、これらの動作を

実際の日常生活で使うことができるところまで習慣化していくことが大切である。 

また、運動・動作が極めて困難な幼児児童生徒の場合には、日常生活に必要な運動・

動作のほとんどを介助に頼っている場合が多い。このような幼児児童生徒の場合には、

介助を受けやすい姿勢や手足の動かし方を身に付けることを目標として、指導を行う
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ことが必要である。 

 (4) 身体の移動能力に関すること。 

運動・動作が極めて困難な幼児児童生徒の場合には、寝返りや腹這いによる移動だ

けでなく、それらも含めた基本動作すべての改善及び習得を目指す必要がある。した

がって、姿勢保持や上下肢の基本動作などの指導経過を踏まえて幼児児童生徒に適し

た移動の方法を選択することが大切である。例えば、寝返りや腹這いができなくても、

姿勢を保持することができるようならば、移動を補助する手段の活用が考えられる。 

なお、障害の状態や発達の段階によっては、学校外での移動や、交通機関の利用の

際に、一人での移動が困難な場合もある。そこで、このような社会的な場面における

移動能力を総合的に把握し、実際の場面で有効に生かされるよう指導することが大切

である。 

 

６ コミュニケーション 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

(2) 言語の受容と表出に関すること。 

(3) 言語の形成と活用に関すること。 

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 
コミュニケーションとは、人間が意思や感情などを相互に伝え合うことであり、そ

の基礎的能力として、相手に伝えようとする内容を広げ、伝えるための手段をはぐく

んでいくことが大切である。 

障害が重度で重複している幼児児童生徒の場合には、話し言葉によるコミュニケー

ションにこだわらず、本人にとって可能な手段を講じて、より円滑なコミュニケーシ

ョンを図る必要がある。周囲の者は、幼児児童生徒の表情や身振り、しぐさなどを細

かく観察することにより、その意図を理解する必要がある。したがって、まずは双方

向のコミュニケーションが成立することを目指して、それに必要な基礎的能力を育て

ることが大切である。これらのことは、いわばコミュニケーションの発達における初

期の活動を高める事柄であって、認知の発達、言語概念の形成、社会性の育成及び意

欲の向上と関連していることに留意する必要がある。 

(3) 言語の形成と活用に関すること。 

コミュニケーションは、相手からの言葉や身振り、その他の方法による信号を受容

し、それを具体的な事物や現象と結び付けて理解することによって始まる。したがっ

て、言語の形成については、言語の受容と併せて指導内容・方法を工夫することが必

要である。その際には、語彙や文法体系の習得に努めるとともに、それらを通して言

語の概念が形成されることに留意する必要がある。 
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障害の状態が重度な場合には、話し言葉を用いることができず、限られた音声しか

出せないことが多い。このような場合には、掛け声や擬音・擬声語等を遊びや学習、

生活の中に取り入れて、自発的な発声・発語を促すようにすることも考えられる。ま

た、ときには、物語や絵本を身振りなどを交えて読み聞かせることも大切である。 

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

近年、科学技術の進歩等により、様々なコミュニケーション手段が開発されてきて

いる。そこで、幼児児童生徒の障害の状態や発達の段階等に応じて、適切なコミュニ

ケーション手段を身に付け、それを選択・活用して、それぞれの自立と社会参加を一

層促すことが重要である。 

例えば、音声言語の表出は困難であるが、文字言語の理解ができる児童生徒の場合

は、筆談で相手に自分の意思を伝えたり、文字板、ボタンを押すと音声が出る機器、

コンピュータ等を使って、自分の意思を表出したりすることができる。なお、音声言

語による表出が難しく、しかも、上肢の運動・動作に困難が見られる場合には、下肢

や舌、顎の先端等でこれらの機器等を操作できるように工夫する必要がある。 

進行性の病気により、運動機能が徐々に低下する児童生徒の場合には、言葉による

意思の表出が難しくなるだけでなく、上肢などで操作する機器の活用も次第に困難に

なることがある。そのため、現在の状況だけで判断することなく、将来必要となるコ

ミュニケーション手段も視野に入れて、指導を工夫することが必要である。 

 

第７章 自立活動の指導計画の作成と内容の取扱い 
５  自立活動を主とした指導 

小学部・中学部学習指導要領（第７章第３の５） 

 

  

 

 

 

高等部学習指導要領（第６章第３款の５） 

 

 

 

 

「重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合には、各教科、

道徳、外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各

教科、外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として

指導を行うことができるものとする。」と総則（小学部・中学部学習指導要領

５ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては、全人的

な発達を促すために必要な基本的な指導内容を、個々の児童又は生徒の実態

に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにするものとする。 

５ 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては、全人的

な発達を促すために必要な基本的な指導内容を、個々の生徒の実態に応じて

設定し、系統的な指導が展開できるようにするものとする。 
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第１章第２節第５の３）に示されている。これら児童生徒に対する自立活動を

主とした指導計画の作成に当たっては、全人的な発達を促すことをねらいとし、

そのために必要な基本的な指導内容を個々の児童生徒の実態に応じて適切に設

定する必要がある。この場合、取り上げた指導内容を相互に関連付けて総合的

に取り扱い、しかも段階的、系統的な指導が展開できるよう配慮することが、

全人的な発達を促す上からも必要である。 

なお、高等部学習指導要領においても、同様の規定が示されている。 

 

６ 教師の協力体制 
幼稚部教育要領（第２章自立活動３(4)） 

 

 

 

 

小学部・中学部学習指導要領（第７章第３の６ ）、高等部学習指導要領（第６

章第３款の６） 

 

 

 

自立活動の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心と

して全教師の協力の下に一人一人の幼児児童生徒について個別の指導計画を作

成し、実際の指導に当たることが必要である。ここでいう専門的な知識や技能 

を有する教師とは、特別支援学校の教員の免許状や自立活動を担当する教員の

免許状を所有する者をはじめとして、様々な現職研修や自己研修等によって専

門性を高め、校内で自立活動の指導的役割を果たしている教師を含めて広くと

らえている。 

 

自立活動の指導において中心となる教師は、学校における自立活動の指導の

全体計画の作成に際し、担任や専科の教師、養護教諭等を含めた全教師の要と

しての役割を果たすことを意味している。 

また、自立活動の時間における指導は、幼児児童生徒の障害の状態によって

は、かなり専門的な知識や技能を必要としているので、いずれの学校において

も、自立活動の指導の中心となる教師は、それにふさわしい専門性を身に付け

ておくことが必要である。 

なお、複数の障害種別に対応する特別支援学校においては、それぞれの障害

種別に対応した専門的な知識や技能を有する教師を学校全体で活用できるよう

(4) 自立活動の時間を設けて指導する場合は、専門的な知識や技能を有する教

師を中心として、全教師の協力の下に効果的に行われるようにすること。 

６ 自立活動の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中 

心として、全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。 
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にする必要がある。例えば、肢体不自由教育に関する専門的な知識や技能を有

する教師は、肢体不自由のある幼児児童生徒の自立活動の指導を担当するだけ

でなく、他の障害のある幼児児童生徒の身体の動きに関する指導計画の作成や

その実践において、専門的な知識や技能を発揮することが求められる。 

また、複数の障害種別に対応する特別支援学校においては、それぞれの障害

種別に十分な対応ができるように、教師の専門性の向上を図るための研修等を

充実させる一方で、他の特別支援学校との連携協力を図り、必要に応じて、自

立活動の指導についての助言を依頼することなども考えられる。 

 

７ 専門の医師等との連携協力 
幼稚部教育要領（第２章自立活動３(5)） 

 

 

 

 

小学部・中学部学習指導要領（第７章第３の７） 

 

 

 

 

高等部学習指導要領（第６章第３款の７） 

 

 

 

自立活動の指導計画の作成や実際の指導に当たっては、専門の医師及びその

他の専門家との連携協力を図り、適切な指導ができるようにする必要があるの 

で、本項はこの点について示したものである。 

このことは、専門の医師をはじめ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

心理学の専門家等各分野の専門家との連携協力については、必要に応じて、指

導・助言を求めたり、連絡を密にしたりすることなどを意味している。 

幼児児童生徒の障害の状態や発達の段階等は多様であり、その実態の的確な

把握に基づいた指導が必要とされ、ときには、教師以外の専門家の指導・助言

を得ることが必要な場合がある。 

例えば、内臓や筋の疾患がある幼児児童生徒の運動の内容や量、脱臼や変形

がある幼児児童生徒の姿勢や動作、極端に情緒が不安定になる幼児児童生徒へ

の接し方などについては、専門の医師からの指導･助言を得ることが不可欠で

(5) 幼児の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家

の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにすること。 

７ 児童又は生徒の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他

の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするも

のとする。 

７ 生徒の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家

の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。 



 - 101 -

ある。 

また、姿勢や歩行、日常生活や作業上の動作、摂食動作やコミュニケーショ

ン等について、幼児児童生徒の心身の機能を評価し、その結果に基づいて指導

を進めていくためには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等からの指導・

助言を得ることが大切である。さらに、情緒や行動面の課題への対応が必要な

場合には、心理学の専門家等からの指導・助言が有益である。 

学校において、幼児児童生徒の実態の把握や指導の展開に当たって、以上の

ような専門的な知識や技能が必要である場合には、幼児児童生徒が利用する医

療機関の理学療法士等やその他の外部の専門家と積極的に連携して、幼児児童

生徒にとって最も適切な指導を行うことが必要である。その際、留意すべきこ

とは、自立活動の指導は教師が責任をもって計画し実施するものであり、外部

の専門家の指導にゆだねてしまうことのないようにすることである。つまり、

外部の専門家の助言や知見などを指導に生かすことが大切なのである。 

このような専門家からの指導・助言を得ることの必要性の有無を判断するの

は、当然、自立活動の指導に当たる教師である。したがって、教師は日ごろか

ら自立活動に関する専門的な知識や技能を幅広く身に付けておくとともに、関

連のある専門家と連携のとれる体制を整えておくことが大切である。 

今回の改訂では、学習指導要領の総則等において、家庭及び地域や医療、福

祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との緊密な連携を図り、長期的な視点

で幼児児童生徒への教育的支援を行うため「個別の教育支援計画」を作成する

ことを示したところである(幼稚部教育要領第３章第１の13、小学部・中学部

学習指導要領第１章第４の２(14)、高等部学習指導要領第１章第２節第４款５

(16)）。関係機関との連携に当たっては、個別の教育支援計画を十分活用する

ことが必要である。 

 


